
　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

なし

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・係員による旅
客支援

・車椅子や白杖をご利用のお客様への声掛け、見守りを引
き続き実施する。

・計画通り実施し
た。

・笹塚駅 ・笹塚駅で隙間の僅少化を進める。（2022～2023年度） ・2022年度は１・４
番線に実施した。

　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和４年度）

　　 住　　所　東京都新宿区新宿三丁目1番24号
　　　　　　　 
　 　事業者名　京王電鉄株式会社
　　 代表者名　代表取締役社長　都村　智史　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

対象となる鉄道
駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

・笹塚駅

・久我山駅

・笹塚駅１～４番線への可動式ホーム柵設置を進める。
（2021～2023年度）

・久我山駅１～２番線への可動式ホーム幅設置を進める。
（2022～2023年度）

・2022年度は１・４
番線に設置した。

・2022年度は詳細設
計を実施した。

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・係員による旅
客支援体制の維
持

・施設の維持管
理

・車椅子や白杖をご利用のお客様への声掛け、見守りのほ
か、役務の提供を実施できる体制を維持する。

・自社にて定められた点検頻度に合わせて、旅客施設や車
両など各種設備の点検を実施し、機能の維持に努める。

・計画通り実施し
た。

・計画通り実施し
た。



　（３）報告書の公表方法

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・計画通り実施し
た。

・視覚障害者お
よび盲導犬をお
連れの方への対
応訓練を実施

・車椅子ご利用
のお客様および
聴覚障害者への
接遇向上訓練の
実施

・他社と連携し
た啓発活動の実
施

・継続的に実施している「声掛け・サポート」運動につい
て、周囲のお客様からもお声掛けを頂けるよう、他社と連
携したキャンペーン活動の実施や、実施に関するポスター
を掲出する。

・実際の駅や車両を使用し、視覚障害をお持ちのお客様へ
のご案内や接遇スキル向上のため、講習会を実施する。ま
た、駅係員、乗務員以外の社員にも参加の枠を広げ、部門
を縦断したスキルの向上を図る。

・渡り板の使用方や、聴覚障害をお持ちのお客様へのご案
内や接遇スキル向上のための講習会を実施する。

・計画通り実施し
た。

・計画通り実施し
た。

・各自治体が開催するバリアフリー関連会議に出席するとともに、必要な事項について、社内で
共有化を図った。
・ウェブサイトや電話などで寄せられるバリアフリーに関するお客様からのご意見・ご要望を担
当部署と共有するとともに、お客様に対して回答を実施した。
・バリアフリー設備整備を実施するため、補助制度などについて関係各所と協議を行った。

自社HPにて公開（https://www.keio.co.jp/group/traffic/barrier_free/index.html）

特になし

　（４）その他



プ ラ ッ ト
ホームの

数

段差が解
消されて
い る プ
ラ ッ ト
ホームの

数

都 道 府
県

23区・郡
・市

町・村
・区

新宿 駅 京王、京王新 線 東京都 新宿区 613,639 人 ○ 4 4 6
(5)

基 19 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○

初台 駅 京王新 線 東京都 渋谷区 49,640 人 ○ 2 2 4
(4)

基 3 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

幡ヶ谷 駅 京王新 線 東京都 渋谷区 27,850 人 ○ 2 2 3
(3)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

笹塚 駅 京王 線 東京都 渋谷区 66,646 人 ○ ○ 2 2 3
(3)

基 4 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

代田橋 駅 京王 線 東京都 世田谷区 16,280 人 ○ 2 2 3
(3)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

下高井戸 駅 京王 線 東京都 世田谷区 38,221 人 ○ 2 2 3
(3)

基 1 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

桜上水 駅 京王 線 東京都 世田谷区 31,663 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 10 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

上北沢 駅 京王 線 東京都 世田谷区 13,730 人 ○ 1 1 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

八幡山 駅 京王 線 東京都 杉並区 34,899 人 ○ ○ 1 1 1
(1)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

芦花公園 駅 京王 線 東京都 世田谷区 12,890 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

千歳烏山 駅 京王 線 東京都 世田谷区 74,178 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 2
(2)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

仙川 駅 京王 線 東京都 調布市 67,190 人 ○ 2 2 2
(2)

基 4 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

つつじヶ丘 駅 京王 線 東京都 調布市 38,162 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

柴崎 駅 京王 線 東京都 調布市 15,817 人 ○ ○ 2 2 基 基 基 2
(2)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

国領 駅 京王 線 東京都 調布市 31,746 人 ○ ○ 1 1 1
(1)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

布田 駅 京王 線 東京都 調布市 12,459 人 ○ ○ 1 1 1
(1)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

調布 駅 京王、相模原 線 東京都 調布市 109,110 人 ○ ○ 2 2 5
(5)

基 16 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

西調布 駅 京王 線 東京都 調布市 15,112 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

飛田給 駅 京王 線 東京都 調布市 22,229 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

武蔵野台 駅 京王 線 東京都 府中市 21,169 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

多磨霊園 駅 京王 線 東京都 府中市 11,939 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

東府中 駅 京王、競馬場 線 東京都 府中市 19,309 人 ○ ○ 3 3 5
(5)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

府中競馬正
門前

駅 競馬場 線 東京都 府中市 1,794 人 ○ 1 1 基 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

府中 駅 京王 線 東京都 府中市 75,924 人 ○ 2 2 3
(3)

基 13 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

分倍河原 駅 京王 線 東京都 府中市 80,296 人 ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

中河原 駅 京王 線 東京都 府中市 23,040 人 ○ 2 2 3
(3)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

聖蹟桜ヶ丘 駅 京王 線 東京都 多摩市 54,749 人 ○ 2 2 3
(3)

基 4 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

百草園 駅 京王 線 東京都 日野市 7,062 人 ○ 2 2 4
(4)

基 1 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

高幡不動 駅 京王、動物園 線 東京都 日野市 47,988 人 ○ ○ 3 3 6
(6)

基 20 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○

多摩動物公
園

駅 動物園 線 東京都 日野市 4,207 人 ○ ○ 1 1 基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

南平 駅 京王 線 東京都 日野市 9,354 人 ○ ○ 2 2 3
(3)

基 4 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

平山城址公
園

駅 京王 線 東京都 日野市 7,291 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

長沼 駅 京王 線 東京都 八王子市 3,570 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

北野 駅 京王、高尾 線 東京都 八王子市 19,438 人 ○ ○ 2 2 3
(3)

基 6 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

京王八王子 駅 京王 線 東京都 八王子市 46,932 人 ○ 1 1 3
(3)

基 6 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

京王片倉 駅 高尾 線 東京都 八王子市 4,724 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 2
(2)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

山田 駅 高尾 線 東京都 八王子市 4,645 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

めじろ台 駅 高尾 線 東京都 八王子市 13,464 人 ○ 2 2 2
(2)

基 2 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

狭間 駅 高尾 線 東京都 八王子市 7,259 人 ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

高尾 駅 高尾 線 東京都 八王子市 22,376 人 ○ 1 1 2
(2)

基 1 基 1 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

高尾山口 駅 高尾 線 東京都 八王子市 9,492 人 ○ ○ 1 1 1
(1)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

京王多摩川 駅 相模原 線 東京都 調布市 13,949 人 ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

京王稲田堤 駅 相模原 線
神奈川
県

川崎市 多摩区 47,519 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 3 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

京王よみう
りランド

駅 相模原 線 東京都 稲城市 12,795 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

稲城 駅 相模原 線 東京都 稲城市 18,320 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

若葉台 駅 相模原 線
神奈川
県

川崎市 麻生区 23,048 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

京王永山 駅 相模原 線 東京都 多摩市 39,413 人 ○ ○ 2 2 3
(3)

基 5 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

京王多摩セ
ンター

駅 相模原 線 東京都 多摩市 74,516 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 6 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

京王堀之内 駅 相模原 線 東京都 八王子市 27,194 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

南大沢 駅 相模原 線 東京都 八王子市 52,585 人 ○ ○ 2 2 3
(3)

基 4 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

多摩境 駅 相模原 線 東京都 町田市 19,389 人 ○ 2 2 2
(2)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

橋本 駅 相模原 線
神奈川
県

相模原市 緑区 82,307 人 ○ 1 1 2
(2)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

渋谷 駅 井の頭 線 東京都 渋谷区 274,505 人 ○ 2 2 1
(1)

基 5 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2

神泉 駅 井の頭 線 東京都 渋谷区 10,194 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 1 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

駒場東大前 駅 井の頭 線 東京都 目黒区 31,775 人 ○ 1 1 1
(1)

基 基 基 箇所 ○ - ○ ○ ○ ○ 1 ○

池ノ上 駅 井の頭 線 東京都 世田谷区 8,362 人 ○ ○ 1 1 3
(3)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

下北沢 駅 井の頭 線 東京都 世田谷区 102,137 人 ○ ○ 1 1 1
(1)

基 3 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

新代田 駅 井の頭 線 東京都 世田谷区 7,885 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

東松原 駅 井の頭 線 東京都 世田谷区 14,378 人 ○ 1 1 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

明大前 駅 京王、井の頭 線 東京都 世田谷区 37,476 人 ○ 4 4 3
(3)

基 5 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○

永福町 駅 井の頭 線 東京都 杉並区 28,086 人 ○ ○ 2 2 4
(4)

基 10 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

西永福 駅 井の頭 線 東京都 杉並区 16,262 人 ○ ○ 1 1 3
(3)

基 5 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

浜田山 駅 井の頭 線 東京都 杉並区 25,480 人 ○ ○ 1 1 2
(2)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

高井戸 駅 井の頭 線 東京都 杉並区 35,673 人 ○ ○ 1 1 2
(2)

基 2 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

富士見ヶ丘 駅 井の頭 線 東京都 杉並区 12,135 人 ○ ○ 1 1 3
(3)

基 4 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

久我山 駅 井の頭 線 東京都 杉並区 36,028 人 ○ ○ 1 1 2
(2)

基 6 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

三鷹台 駅 井の頭 線 東京都 三鷹市 18,309 人 ○ ○ 2 2 3
(3)

基 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

井の頭公園 駅 井の頭 線 東京都 三鷹市 6,320 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 基 基 1
(1)

箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

吉祥寺 駅 井の頭 線 東京都 武蔵野市 122,831 人 ○ ○ 2 2 2
(2)

基 8 基 基 箇所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

（合計） 66 66 駅 47 0 駅 1 駅 9 9 駅
69 駅 0 駅 45 駅 69 駅 125 125 182 (181) 基 257 0 基 1 基 12 (12) 箇所 48 駅 69 駅 68 駅 69 駅 69 駅 69 駅 63 駅

路 線 名 所在都道府
県市町村

一 日 当 た り
の利用者数

有 人 駅 、
無人駅の

別

Ⅱ　鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）

（令和５年３月３１日現在）

転落防止
のための
設備の設
置の有無

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案内設備
の設置の
有 無

障害者対
応型便所
の設置の
有 無

障害者対
応型改札
口の設置
の 有 無

障害者対
応型券売
機の設置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

公 共 交 通
移 動 等 円
滑 化 基 準
省 令 適 合
の 有 無

段差への
対 応

エ レ ベ ー
タ ー の 設 置
基 数

エ ス カ レ ー
タ ー の 設 置
基 数

そ の 他 の
昇 降 機 の
設 置 基 数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

鉄 道 駅 の
名 称



○

○

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。



　　①　鉄道車両を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第３号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道車両）

（令和４年度）

　　 住　　所　東京都新宿区新宿三丁目1番24号
　　　　　　　 
　 　事業者名　京王電鉄株式会社
　　 代表者名  代表取締役社長　都村　智史 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

対象となる鉄道
車両

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

・8000系

・5000系

・車椅子スペースを全車両に設置する。京王線2編成
（2022年度 11両）
・車椅子スペースを全車両に設置する。京王線1編成
（2022年度 10両）

・計画通り実施し
た。
・計画通り実施し
た。

　　②　鉄道車両を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で
      定める基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・車両の維持管
理

・自社にて定められた点検頻度に併せて各種設備の点検を
実施し、機能の維持に努める。

・計画通り実施し
た。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・係員による旅
客支援

・車椅子や白杖をご利用のお客様への声掛け、見守りを引
き続き実施する。

・計画通り実施し
た。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

なし



　（３）報告書の公表方法

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・視覚障害者お
よび盲導犬をお
連れの方への対
応訓練を実施

・車椅子ご利用
のお客様および
聴覚障害者への
接遇向上訓練の
実施

・実際の駅や車両を使用し、視覚障害をお持ちのお客様へ
のご案内や接遇スキル向上のため、講習会を実施する。ま
た、駅係員、乗務員以外の社員にも参加の枠を広げ、部門
を縦断したスキルの向上を図る。

・渡り板の使用方や、聴覚障害をお持ちのお客様へのご案
内や接遇スキル向上のための講習会を実施する。

・計画通り実施し
た。

・計画通り実施し
た。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道車両の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・他社と連携し
た啓発活動の実
施

・継続的に実施している「声掛け・サポート」運動につい
て、周囲のお客様からもお声掛けを頂けるよう、他社と連
携したキャンペーン活動の実施や、実施に関するポスター
を掲出する。

・計画通り実施し
た。

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況
・各自治体が開催するバリアフリー関連会議に出席するとともに、必要な事項について、社内で
共有化を図った。
・ウェブサイトや電話などで寄せられるバリアフリーに関するお客様からのご意見・ご要望を担
当部署と共有するとともに、お客様に対して回答を実施した。
・バリアフリー設備整備を実施するため、補助制度などについて関係各所と協議を行った。

自社HPにて公開（https://www.keio.co.jp/group/traffic/barrier_free/index.html）

　（４）その他

特になし



（令和５年３月３１日現在）

鉄道の種類

普通鉄道（その他） 117

877
編成
（両）

103

807
編成
（両）

103 編成 0 編成 0 編成 117 編成 117 編成

（合計）
117

877
編成
（両）

103

807
編成
（両）

103 編成 0 編成 0 編成 117 編成 117 編成

○

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

（２）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、か
　　　つ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
  　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

Ⅱ．鉄道車両の移動等円滑化の達成状況

車両間転落防止
設備のある編成

数

事業の用に供し
ている編成数

（両）

公共交通移動等円滑
化基準省令に
適合した編成数

（両）

車椅子スペースの
数が公共交通移
動等円滑化基準
省令の規定を満た
している編成数

便所のある編成
数

便所のある編成の
うち車いす対応型
便所のある編成数

案内装置のある
編成数


